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豊中市樹木保護制度のあらまし

一重容王i畢i薗



町かどにある大樹や堤にある古樹へ鎮守の森としての神社･寺院

の樹木など何世紀もの時代を経た森や樹木は､わたしたちにとって

なにものにも変えがたい責重な財産です｡失うことなく､つきの世

代へ引き継がなければなりません｡わずかに残された自然を守るた

め､風致地区の指定や保護樹林･樹木の指定､松くい虫対策など､

緑を守る施策に取り組んでいます｡
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保護樹木
(おおむね次のいづれかに該当し､健全で､樹容が

美観上すぐれていること)

①地上l.5mの高さにおける幹の周囲が上5m以上あ

る木｡ (例:クス､ケヤキ)

㊧高さが15m以上ある木｡(例:クス､ケヤギ､エノキ)

⑧株立した樹木で､高さが巳m以上ある小･中津木｡

(例:モクレン･ナンテン)

④枝葉の面積が30巾以上あるはん登性樹木｡ (例:ツ

タ類､フジ類)

保護樹林

(その集団に属する樹木が健全で､その樹容が美観

上すぐれていること)

(Dその樹木の集団する土地の面積が､印0巾以上であ

ること｡

㊧生垣をなす樹木の集団で､その生垣の長さが30m

以上であること｡

①所有書が変わったとき｡ 

(新たに所有者となった人) 

⑧枯れたり傷がついているのを発見 

したとき｡ 

⑧管理上､強い勢定をしようとする 

とき｡ 

①保護樹木う本当たり年額柑.聞O円｡ 

(交付最高限度額は糊.ロ的円) 

⑧保護樹林は面積に応じて年額2万 

円-12万円｡ 
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